
○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
八
号

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取

締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
七
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

（
麻
薬
小
売
業
者
間
で
の
麻
薬
の
譲
渡
し
の
許
可
申
請
の
特
例
）

第
九
条
の
二

二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

第
九
条
の
二

二
以
上
の
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

た
す
場
合
に
限
り
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

よ
り
共
同
し
て
、
法
第
二
十
四
条
第
十
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
の

譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

譲
渡
し
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り
、
麻
薬
を
譲

一

い
ず
れ
の
麻
薬
小
売
業
者
も
、
共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
譲

り
渡
そ
う
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と

イ

共
同
し
て
申
請
す
る
他
の
麻
薬
小
売
業
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の

（
新
設
）

た
め
麻
薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
当
該
不
足
分
を
補
足
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

ロ

麻
薬
卸
売
業
者
か
ら
譲
り
受
け
た
麻
薬
で
あ
つ
て
、
そ
の
譲
受
け
の

（
新
設
）

日
か
ら
九
十
日
を
経
過
し
た
も
の
を
保
管
し
て
い
る
と
き
、
又
は
麻
薬

卸
売
業
者
か
ら
譲
り
受
け
た
麻
薬
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
法
第
二
十

四
条
第
十
一
項
若
し
く
は
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
譲
り
渡
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
残
部
で
あ
つ
て
、
そ
の
譲
渡
し
の
日
か
ら
九
十
日

を
経
過
し
た
も
の
を
保
管
し
て
い
る
と
き

二

（
略
）

二

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
す
る
場
合
に
お
い
て
、
麻
薬
小
売
業
者
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
の
二
様
式
）
を
そ
の
麻

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
記
第
十
号
の
二
様
式
）
を
そ
の
麻

薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け

薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共
同
し
て
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

い
ず
れ
の
申
請
者
も
、
前
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
限
り

四

い
ず
れ
の
申
請
者
も
、
他
の
申
請
者
が
そ
の
在
庫
量
の
不
足
の
た
め
麻

、
麻
薬
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
麻
薬
に
限
る
。
）

薬
処
方
せ
ん
に
よ
り
調
剤
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
不

を
譲
り
渡
す
旨

足
分
を
補
足
す
る
た
め
に
麻
薬
を
譲
り
渡
す
旨



五

当
該
申
請
を
行
う
麻
薬
小
売
業
者
を
代
表
す
る
者
（
第
六
項
及
び
第
七

（
新
設
）

項
に
お
い
て
「
代
表
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
場
合
は
、
そ
の
氏
名
（
法

人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
）

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

６

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
、
そ
の

効
期
間
内
に
お
い
て
そ
の
い
ず
れ
か
の
免
許
が
効
力
を
失
つ
た
と
き
、
そ
の

い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に

い
ず
れ
か
が
他
の
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
に

麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
第
二
項
第
一
号
、
第
二
号

麻
薬
を
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
、
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は

若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を

そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
三
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業
者
間

記
載
し
た
届
書
（
別
記
第
十
号
の
三
様
式
）
に
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可

譲
渡
許
可
書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県

書
を
添
え
て
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
共

知
事
に
共
同
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
代
表
者
が
、
当

同
し
て
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

該
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
他

の
麻
薬
小
売
業
者
全
て
か
ら
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
代
表
者
の
み
が
届

け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

７

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

７

麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
は
、
第
四
項
の
有

効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小

効
期
間
内
に
お
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小

売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各

売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売
業
者
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

号
に
掲
げ
る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
次
項
に
定
め
る
手
続
に

よ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻

よ
り
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻

薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
代
表
者
が

薬
小
売
業
者
と
共
同
し
て
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
当
該
届
出
の
内
容
に
つ
い
て
、
当
該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け

た
他
の
麻
薬
小
売
業
者
全
て
か
ら
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
代
表
者
及
び
当

該
麻
薬
小
売
業
者
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
麻
薬
小
売
業
者
以
外
の
麻
薬
小
売

業
者
の
み
が
届
け
出
る
こ
と
を
も
つ
て
足
り
る
。

８
～

（
略
）

８
～

（
略
）

11

11



別
記
第
十
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第10号の２様式（第九条の二関係） 

 

麻薬小売業者間譲渡許可申請書 

 

 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することが

できない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受

けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売

業者から譲り受けた麻薬について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡

した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき

に限り、麻薬を譲り渡したいので申請します。 

 

       年   月   日 

 

譲
渡
人
・
譲
渡
先 

① 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 

  

氏名（法人にあつては、

名称） 
  

② 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 

  

氏名（法人にあつては、

名称） 
  

③ 

麻薬業務所 

所在地 
  

名 称 
  

申 請 者 

住所（法人にあつては、

主たる事務所の所在地） 

  

氏名（法人にあつては、

名称） 
  

代表者の氏名（法人にあつては、名称）   

備 考   

 

都道府県知事          殿 

 

（注意） 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 麻薬業務所欄及び申請者欄にその全てを記載することができないときは、別紙に記載すること。 



別
記
第
十
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第10号の３様式（第九条の二関係） 

 

麻薬小売業者間譲渡許可変更届 

 

許可年月日 年  月  日  許可番号   

変
更
前 

麻薬業務所 
所在地   

名 称   

住所 
法人にあつては、主たる事

務所の所在地 

  

氏名 法人にあつては、名称   

変
更
後 

麻薬業務所 
所在地   

名 称  

住所 
法人にあつては、主たる事

務所の所在地 

  

氏名 法人にあつては、名称 
 

変更・免許の失効の事由及びその年月日  

□ 当該許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得ている。 

 上記のとおり、麻薬小売業者間譲渡許可免許の失効・変更を行つたので届け出ます。 

   年  月  日 

 

①麻薬業務所名称 

 

 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあつては、名称）                         

 

②麻薬業務所名称 

 

 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあつては、名称）                         

 

 

 都道府県知事             殿 

備考  

（注意） 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 届出者欄に、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた者の全てを記載することができない

ときは、別紙に記載すること。 

 ３ 代表者の変更を届け出る場合は、変更前の氏名欄に変更前の代表者を、変更後の氏名

欄に変更後の代表者を、変更・免許の失効の事由及びその年月日欄に代表者を変更する

旨を記載すること。 

 ４ 代表者のみが届出を行う場合は、当該届出の内容について、当該許可を受けた他の麻

薬小売業者全員の同意を得た上で、必要事項を記載すること。また、同意を得ている場

合は、同意欄にチェックを入れること。 



別
記
第
十
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第10号の４様式（第九条の二関係） 

麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届 

許可年月日 年  月  日  許可番号   

追
加
す
る
麻
薬
小
売
業
者 

麻薬業務所 
所在地   

名称   

住所 
法人にあつては、主たる

事務所の所在地 

  

氏名 法人にあつては、名称 
  

□ 代表者及び追加する麻薬小売業者のみが届出を行う場合であり、当該許可を受けた他

の麻薬小売業者全員の同意を得ている。 

 上記のとおり、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に他の麻薬小売業者を加

える必要があるので届け出ます。共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足

のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する

必要があると認めるとき又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日

から90日を経過したものを保管しているとき、若しくは麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬

について、その一部を法第24条第11項若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合にお

いて、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているときに

限り、麻薬を譲り渡したいので届け出ます。 

 

   年  月  日 

 

①麻薬業務所名称 

 

 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあつては、名称）                         

 

②麻薬業務所名称 

 

 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあつては、名称）                         

 

③麻薬業務所名称 

 

 住所（法人にあつては、主たる事務所の所在地） 

 

 氏名（法人にあつては、名称）                         

 

 都道府県知事             殿 

備考  

（注意） 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 届出者欄に、麻薬小売業者間譲渡許可を受けた者の全てを記載することができない

ときは、別紙に記載すること。 

 ３ 追加する麻薬小売業者については、追加する麻薬小売業者の欄を記入した上で、届出

者欄についても必要事項を記入すること。 

 ４ 代表者及び追加する麻薬小売業者のみが届出を行う場合は、当該届出の内容につい

て、当該許可を受けた他の麻薬小売業者全員の同意を得た上で、必要事項を記入するこ

と。また、同意を得ている場合は、同意欄にチェックを入れること。 



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
二
十
四
条

第
十
二
項
第
一
号
の
許
可
（
以
下
「
麻
薬
小
売
間
譲
渡
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
よ
り
麻
薬
小

売
間
譲
渡
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。


